
障害者総合支援法訪問系サービスの港区支給基準表

＊決められた条件により、基準時間を増やすことができます。

＊基準を超える場合は、審査会に意見を求め決定します。
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＊日中サービスとは、自立訓練，就労l竹文煉，『［労継続支援の.._とです。
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